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北海道知事  高   
丁き   

しユご㌔   

がん診療連携拠点病院の新規指定（指定更新）に係る推薦について   

標記について、「がん診療連携拠点病院の警備に関する指針」（平成20年3月1日付け隈  

発売030100唱厚生労働省健康局長通知の別添）に基づき、推薦意見書及び2・次医療薗の  

概要並びに推薦書を添付の上、下記の医療機関を推薦します。  

記  

都道府県ガん診療連携拠点病院（1病院）  

北海道ガんセンター（新規指定）  

地域がん診摂連携拠点病院（19病院）  

而立札幌病院（指定更新）、砂川而立病院（指定更新）＼王子総合病院（指定更新）＼  

JA北海道厚生連旭Jll厚生病院（指定更新）、総看病院北見赤十字病院（指定更新）＼  

JA北海道厚生連帯広厚生病院（指定更新）、而立釧路総合病院（指定更新）＼  

而立函館病院（指定更新）、日鋼記念病院（指定更新）  

函館五稜郭病院（新規指定）、KKR札幌医療センター（新規指定）、  

恵佑芸札幌病院（新規指定）、札幌医科大学附属病院（新規指定）＼  

JA北海道厚生連札幌厚生病院（新規指定）、手稲渓仁芸病院（新規指定）＼  

北海道大学病院（新規指定）、旭川医科大学病院（新規指定）＼  

而立旭川病院（新規指定）、釧路労災病院（新規指定）  

連絡先 保健福祉部保健医療局  

健康推進課歯科栄養グループ  

担 当 田中  

丁 巨 L Oll－204－5258  

F A X Oll－232－8216   
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（様式2）  

北海道 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

※所属する2次医療圏が分かるよう、がん診療連携拠点病院名を記載すること。  

1／2  
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2．概要  

（平成19年12月末日現在）  

医療圏名  人口割合 ％  人口密度  病院数   がん診療連携拠点病院   
面積（knて）  人口  

第三次  第二次  （）  既指定病院数  今回推薦病院－  計   

南渡島   乙669．53  419．ZO3   7．50  157．03   40   2く1〉   2  

道 南  1．423．10   29，155   0．50   20．49   5   0   0   0  

北渡島捨山  2，473．57   43．342   0．80   17．52   7   0   0   0   

札 幌   3，539．86  乙313，561   41．40  653．57  245   2   8（1）く1〉   8  

後 志   4，305．82  244．615   4．40   56．81   2了   0   0   0  

南空知   2，563．15  190，090   3．40   74．16   20   0   0   0  

中空知   2．160．97  125，858   2．20   58．24   1了   1く1〉   

道 央  
北空知   1，06了．07   37，851   0．70   35．47   7   0   0   0  

西胆振   1，356．16  206．895   3．70  152．56   23   2く1〉   2  

東胆振   乙341．84  219，023   3．90   93．53   19   1く1〉   

日 高   4．811．96   79．202   1．40   16．46   10   0   0   0   

上川中部  4．23臥12  415．205   了．40   97．97   45   3く1〉   3  

上川北部  4，197、40   74．646   1．30   17．78   8   0   0   0  

道 北  4了．160   0．80   21＿60   5   0   0   0  

留 萌   4，019．91   59－734   1．10   14．86   9   0   0   0  

宗 谷   4．050．76   73．292   1．30   18．09   10   0   0   0   

北 網   5，542．28  237．867   4．20   42．92   26   1く1〉   

オホーツク  
遠 紋   5．148．27   80．368   1．40   15．61   14   0   0   0   

十 勝   十 勝  10．831．24  356，649   6．40   32．93   36   1く1〉   

釧 路   5，997．38  261．242   4．70   43．56   23   2く1〉   2   

釧路・根  根 室   3，540．19   83．818   1．50   23．68   8   0   0   0   

計  78．462．26  5，598，776  100．00   71．36  604   10   21（1）く9〉   21   

注1）「人口割合」欄は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。  

注2）「人口密度」欄は、各医療圏ごとに、人口／面積（kポ）（小数点以下第2位四捨五入）により算出した数値を記入すること。  

注3）「病院数」欄は、拠点病院以外の病院（診療所は除く。）も含めた数を記入すること。  

注4）「今回推薦病院数」欄は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院へ指定変更する場合には（）書きで、  

指定更新の場合にはく〉書きで、内数を示すこと。  

2／2  
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推   薦  見  

1 現 状   

○ 本道においては、がんは、昭和52年（197丁年）より死因の第一位であり、「人口動態統計」   

によれば平成18年の1年間で1万6千人以上の道民が⊂くなっており、人口10万苅の了5歳末満   

粗死⊂率でも、155．5人と全国平均の139．8人よりも高くなっている。また、了5歳末満年   

齢調整死⊂率をみても、95．4人と全国平均の90．0人を上回っており、特に男支の肺ガんや大   

腸がん、女性の子宮がんの標準化死⊂比が高い奴況である。  

○ 本道ガ抱える特殊事情として、面積ガ約8万平方キロメートルと非常に広大であり、乗北6県と四   

国4県を併せた面積にほぼ匹敵している一方、人口については、約563万人と人口密度（人口／Kポ）   

ガ紺71人となっており、全国平均を大きく下回っている現状がある。  

○ こうした事情を背景に本道においては、がん診寮連携拠点病院を整備する基本的な単位となる二次   

医寮圏を21カ所、さらには、全国では唯一であり、他の都府県では都府県そのものの単位である三   

次医療圏として、6カ所をそれぞれ設定し、各種保健医漬福祉対策を進めている。  

○ また、本道においては特定の都市への医厚賀源の偏在による医漬格差が大きな課題となっており、   

特に医師については、札幌圏に全通の約半分ガ集中していることから、がん医寮を担う専門医師につ   

いても、同様の傾向にあることガ推測される。  

第二次医療圏ごとの医師数  

医摂圏  医師数   人口  人口  人口  
10万苅   10万苅   10万苅   

南渡島  901  216．2  北空知   79  196．0  留 萌   84  140．0  医師数  

南檜山   40  137．0  西胆振  460  223．3  宗 谷   277，927人  

北漂鳥削   人口10万苅  

札 幌  6，216  269．1  日  高   92  115．6  還 絞  lll  138．9   217．5人  

後 志  476  193．7  上川中部  1，252  306．3  十 勝  563  160．0   

雨空知  312  162．2  上川北部  116  ．155．5  釧 路  396  153．3   

中空知  247  194．9  富良野   58  122．9  根 室   74  89．3   

計  12，307  219．7   

※ 平成18年 医師・歯科医師・薬剤師調査による  

○ このような状況から、本道は限りある医療資源を育効に活用しながら、がん診療連携拠点病院の整   

備を進める必要がある。  
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2 ガん診擾連壬莞拠点病院の整備の考え方   

○ 本年3月に策定した「北海道がん対策推進計画」（以下「計画」という。）において、本道における   

がん医漬水準の均てん化を図るため、都道府県ガん診療連携拠点病院1カ所と地域がん診漂連携拠点   

病院20カ所を整備することとしている。  

○ 現在、都道府県ガん診摂連携拠点病院は未整備であり、また、地域がん診療連携拠点病院について   

は道内21の2次医漂圏のうち9つの圏域に10病院が指定されているが、12の圏域では指定要件   

を満たす医療機関ガないことから未指定の状況となっており、これらの圏域をカバーするガん診貰体   

制の整備が求められているところである。  

○ このため計画では、都道府県ガん診摂連携拠点病院の警備を進めるほか、地域がん診漬連携拠点病   

院については、将来白引こは第二次医摂圏ごとに警備することを目指すが、当面の問、警備ガ困難な第   

二次医摂圏については、他の圏域の地域ガん診療連携拠点病院が、未指定圏域の中核的な医療機関等   

と連携を図りながら、未指定圏域における拠点病院の機能を担うこととし、計画期間中（平成24年   
霞まで）は概ね第三次医摂圏を基本として、整備を進めることとしている。  

3 推薦病院の選定   

○ 本年3月、がん診療連携拠点病院の更なる機能強化に向けて、「ガん診賃連携拠点病院の整備に関   

する指針」が改正され、指定要件についても見直しが行われたが、道としては、現在指定されている   

地域がん診寮連携拠点病院を含め、できるだけ早期に新たな指定要件を充足した病院を整備すること  

により、買の高いガん医原の提供体制を構築したいと考えている。  

○ 上記の考え方にたち、「北海道ガん対策推進計画」に墨っき、ガん診療連携拠点病院の整備を図る   

ため、「がん診原連携拠点病院等警備方針」（萎考賃料1）や「平成20年定ガん診ヨ責連携拠点病院推   

薦要領」（参考葺料2）を定め、写回の推薦病院の選定に向けて次のとおり手続きを進めた。  

事前調査   

所たな指定要件において、必須要件の1つとされたt」ニアック等の体外照射による放射線治原  

機器を整備している病院や過去の調査においてがん診漬連携拠点病院の指定を受ける意向を召す  

る病院に苅し、再度、指定を受ける意向の南無及び指定要件の充足状況を把握するための調査を  

実施した。  

推薦候補病院の選定   

上記の調査結果を踏まえ、享年匿に指定を受ける意向があり、かつ、指定要件を充足している  

と見込まれる病院の中から、都道府県がん診療連携拠点病院の役割を担うにふさわしい1病院を、  

また、地域ガん診標連携拠点病院については、別送定める方法により算出した第二次医寮圏ごと  

の整備数に基づ＜病院を、それぞれ推薦候補病院（冥）として選定した。  
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外部からの意見聴取   

選定した推薦候補病院（案）について、さらに専門的見地から意見を得るため、学識経験者、  

医師芸等の医賃関係団体、市町村などからなる北海道総合保健医療協議会地域保健専門委員芸  

（委員長：北海道医師会副芸長）に諮ったうえで、推薦候補として決定した。  

推薦病院の決定   

推薦候補病院に対し、推薦に必要な資料の提出を求めるとともに、提出された賃料に基づき、  

指定要件の充足状況等について再度確認を行った上で、推薦病院を決定している。  

4 与回推薦する病院   

（1）都道府県ガん診寮連携拠点病院の推薦  

事前調査の結果、都道府県がん診漂連携拠点病院として指定を受ける意向ガあり、かつ、同病院  

の指定要件を充足していると見込まれる病院は、矧こ地域がん診漬連携拠点病院として指定を受け  

ている札幌圏の北海道ガんセンターのみであった。  

同センターは、がん医療を専門とする病院として道内でも実績ガあり、がん診療情報ネットワー  

クやがん登録について優れた機能を持っているほか、北海道ガん診寮連携拠点病院連絡協議芸を開  

催するなど、本道のがん医療における先駆的・指導的役割を果たしており、推薦資料においても都  

道府県がん診寮連携拠点病院の指定要件を充足していると認められることから、推薦するものであ  

る。  

（2）地域がん診察連携拠点病院の推薦  

事前調査の結果、地域がん診療連携拠点病院として指定を受ける意向があり、かつ、同病院の指   

定要件を充足していると見込まれる病院が19カ所あった。  

これちを対象に、第二次医標圏ごとの整備数の算定方法に墨つき箇所付けを行い、さらに提出さ   

れた推薦賃料においても地域ガん診漂連携拠点病院の指定要件を充足しいると認められることから   

次の19病院を推薦するものである。  

院  三次  名  ≡次  病  院  名   

医賃圏   医漂圏   

道 南  南濃島  市立函館病院   道 央   西胆振  日鋼記念病院  

函館五稜郭病院  乗胆振  王子総合病院   

道 央  札幌  市立札幌病院  道 北  上川中部  旭川厚生病院  

札幌医科大学附属病院  旭川医科大学病院  

札幌厚生病院  市立旭川病院  

北海道大学病院  オホーツク  北 網  北見赤十字病院  

恵佑会札幌病院  十 勝  十 勝  帯広厚生病院  

KKR札幌医療センター  

手稲渓仁会病院  釧路労災病院  

中空知  砂川市立病院  

※ 太字コシック体は与回新たに推薦する拠点病院  

32  
－3－   

嵩1   



5 推薦病院に求められる役割   

○ 本道の医漂圏の特徴としては、人口だけでなく、医標機関、医摂言封肩、医師等の医標責源の全てが   

札幌をはじめ旭川、函館、釧路などの各市を含む都市部に集中しており、また、がん入院患者の受策   

動向も道内全域からこれら都市部の医漬圏への依存率が総じて高いこと言える。（参考賃料4）  

○ こうした本道の現状を踏まえ、計画期間内においては、ガん入院患者の受摂動向を踏まえ、札幌圏   

を中心に複数のがん診漬連携拠点病院を警備することにより、手術、放射線治療及び化学ヨ責法を効果   

白引こ組み合わせた葉学的治療や沿寮の初期段階からの緩和ケアの実施など、賀の高いがん医漂サ～ビ   

スを提供する体制を充実させるとともに、各拠点病院に対しては、本道におけるがん医漬水準の均て   

ん化を図るため、「ガん診療連携拠点病院等整備方針」に掲げる役割を求めることとしている。  

○ 特に、新たな指定要件に盛り込まれた「がん医標に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修   

の実施」については、研修の対象となる医師の約半分ガ札幌而に集中していることから、計画期間内   

において、複数のがん診原連携拠点病院による積極的な取組みを求めていくものである。  

なお、1つの第二次医療圏に複数のガん診原連携拠点病院が整備されることに伴い、他の医原圏を   

含む地域の医横磯関に対する診漬支援や研修などの進め方については、∋後設置される予定の「北海   

道ガん診寮連携協議芸」において、各病院間や地域間における調整を図ることとしている。  

○ また、地域がん診摂連携拠点病院に指定された大学病院については、通独自の取組みとして、「北   

海道高度ガん診漂中核病院」に指定し、高度先進医療の提供、高度がん医療に関する研修のほか、ガ   

ん医漬の担い手となる高度な知識・技術を持つ専門医師及びコメディカルの胃成や、他の拠点病院等   

への医師派遣に取り組屯ことを求めていく。  

○ 芋回推薦する病院ガそれぞれの役割を充分に果たすことにより、がん診療連携拠点病院ガ整備され   

ていない医摂圏を含む各地域において、がん診原に携わる医療機関に対する諺標支援や人材育成等ガ   

促進されることにより、将来白訓こは、住民により身近な各第二次医標圏において、地域がん診摂連携   

拠点病院ガ整備され、本道全体のガん医原体制ガより一層充実することを期待するものである。  
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毒草資妻斗1  

がん診療連携拠点病院等整備方針   

道は、北海道がん対策推進計画（計画期間は平成20年4月から平成25年3月まで、  

以下「計画」という。）に基づき、がん診療連携拠点病院等の整備を次のとおり行うも  

のとする。  

1 基本的考え方  

（1）都道府県がん診療連携拠点病院（以下「都道府県拠点病院」という。）及び地域   

がん診療連携拠点病院（以下「地域拠点病院」という。）を整備するため、厚生労   

働省が定めた「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（平成20年4月1日   

施行、以下「整備指針」という。）を踏まえて、厚生労働大臣の指定を受ける病院  
の候補を選定し、推薦する。  

（2）上記の指定を受けた大学病院（特定機能病院）について、開設者の申請に基づき、  

北海道高度がん診療中核病院（以下「高度中核病院」という。）として認定する。  

（3）地域拠点病院については、第二次医療圏ごとの整備を目指すが、整備指針に規定  

された指定要件を満たす病院が、特定の第二次医療圏に偏在している現状を踏まえ、  

未整備の第二次医療圏をカバーする体制を構築するため、計画期間内においては概  

ね第三次医療圏を基本に整備を進める。  

2 病院の役割   

各病院は、本道におけるがん医療水準の均てん化を図るため、次の役割を担うもの   

とする。  

（1）都道府県拠点病院   

① 地域拠点病院等の医師・薬剤師・看護師等に対する専門的な研修を実施する。   

② 地域拠点病院等に対し、情報提供、症例相談や診療支援医師の派遣などの診  

療支援を行う。   

③ 北海道がん診療連携協議会を設置し、がん医療に関する情報交換、がん登録デ  

ータの集積と分析・評価、地域拠点病院が行う各種研修に係る計画の作成、地域  

拠点病院等への診療支援医師の派遣調整及び地域連携クリティカルパスの整備な  

どを行う。   

④ （2）に規定する地域拠点病院としての役割も担う。  

（2）地域拠点病院   

① 地域連携ク リティカルパスの導入及び活用に向けて、先導的・主導的な役割を  

果たす。   

② 各医療機関の連携の下で適切な診断や治療が行われるよう、病理診断や画像診  

断の遠隔支援等による医療機関相互の連携を促進する。  

③ がん医療に携わる医師等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関する研修を  

実施する。  
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④ 患者やその家族が、担当医以外のがんの専門性を有する第三者の医師による助  

言（セカンドオピニオン）を受けられる体制を整備する。   

⑤ 患者やその家族に対し、地域におけるがん診療の連携体制や各医療機関の専門  

分野等について情報提供を行う。  

（3）高度中核病院（大学病院）   

（D 高度先進医療の提供や高度の医療技術の開発及び評価を行う。   

② 他の拠点病院等に対する放射線療法や化学療法等の高度のがん医療に関する研  

修を実施する。   

③ がん医療の担い手となる高度な知識・技術を持つ専門医師及びコメディカルス  

タッフの育成や、他の拠点病院等への診療支援を行う医師の派遣に、医育大学と  

一体となって取り組む。   

径）（2）に規定する地域拠点病院としての役割も担う。  

3 整備の進め方  

（1）都道府県拠点病院及び地域拠点病院の指定候補の推薦は、別途定める「がん診療  

連携拠点病院推薦要領」に基づき、行うものとする。  

（2）高度中核病院の認定は、別途定める「北海道高度がん診療中核病院認定要領」に  

基づき、行うものとする。  

4 施行期日  

この方針は、平成20年7月22日から施行する。  
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参考資料2  

平成20年度がん診療連携拠点病院推薦要領   

第1 目 的  
知事が、がん診療連携拠点病院等整備方針（以下「整備方針」という。）に基づき、   

都道府県がん診療連携拠点柄院（以下「都道府県拠点病院」という。）及び地域がん診   
療連携拠点病院（以下「地域拠点病院」という。）の指定候補を厚生労働大臣に推薦す   
るに当たり、必要な事項を定めるものとする。   

第2 推薦要件  
推薦する病院は、厚生労働省が定めた指定要件を満たし、かつ、次に規定する項目の   

すべてに予め同意することを要件とする。   
（1）がん診療連携拠点病院機能強化事業を適正に実施すること。   
（2）道が行うがん登録・評価事業に協力し、院内がん登録におけるデータを提供する  

こと。   

（3）整備方針の2の（1）または（2）に規定する役割を担うに当たり、必要な体制  
を確保すること。   

（4）地域拠点病院にあっては、都道府県拠点病院が設置する北海道がん診療連携協議  
会の協議結果等に基づき、当該地域拠点病院の所在する第二次医療圏以外でがん診  
療を担っている医療機関も対象として、診療支援や研修会等を行うこと。   

第3 事前調査  
知事は、指定要件等に基づく一定の基準を満たす病院を対象に、指定を受ける意向の   

有無や推薦要件の充足状況等に関する調査を実施するものとする。   

第4 推薦候補病院の選定  
知事は、第3の規定に基づく事前調査の結果により、第2の規定に基づく推薦要件を   

満たす病院（以下「要件充足病院」という。）について、推薦候補病院として次のとお   
り選定するものとする。   
（1）都道府県拠点痛院  

整備方針の2の（1）に規定する役割を担う病院を1カ所選定する。   
（2）地域拠点病院  

別途定める方法により算出した第二次・医療圏ごとの整備数に基づき、事前調査等  
により把握したがん入院患者の受入れ状況並びに我が国に多いがん（肺がん、胃が  

ん、肝がん、大腸がん及び乳がん）及び各病院が専門とするがんに係る集学的治療  
などの診療実績を踏まえて、整備方針の2の（2）に規定する役割を担う病院を選  
定する。  

第5 北海道総合保健医療協議会からの意見聴取  
知事は、第4の規定に基づき選定した推薦候補病院について、北海道総合保健医療協 

議会（以下「総医協」という。）から意見を聴取するものとする。   

第6 推薦病院の内定  
知事は、第5の規定に基づき総医協から聴取した意見を勘案の上、推薦を内定し、当   

該病院に対し、内示を行うとともに厚生労働大臣への推薦に必要な資料等の提出を求め   
るものとする。   

第7 推薦病院の決定  
知事は、第6の規定に基づき提出された資料等により、推薦要件の充足状況等につい   

て確認の上、推薦病院を決定し、別途厚生労働省が定める推薦書により、厚生労働大臣   
に推薦するものとする。  

附 則  
この要領は、平成20年7月22日から施行する。  
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参考資料3  

各医療圏における地域がん診療連携拠点病院の整備数の算定方法  

1第一段階（第二次医療圏（以下「圏域」という。）単位の整備数）   

都道府県がん診療連携拠点病院が整備される予定の圏域は0とする。   

指定要件を充足している病院が存在する圏域は1、存在しない圏域（以下「未整備圏」という。）は0とする。  

2 第二段階（第三次医療圏単位の整備数）   

第一段階において未整備寛がある場合、その未整備圏が所在する第三次医療圏内において、当該未整備圏から   

がん入院患者が最も流入している圏域に、当該未整備圏1カ所につき1を加算する。  

ただし、この加箕数は、加算する圏域の要件充足病院の敷から1を引いた数を上限とする。  

3 第三段階（全道域の整備数）   

1つの第三次医療圏において、第二段階までに算定した整備数（以下「合計整備数」という。）の総和が、当該第三   

次医療圏内の圏域の数に満たない場合、その不足数を当該第三次医療圏からがん入院患者が最も流入している圏   

域の合計整備数に加算する。  

ただし、この加算数は、加算する圏域の要件充足病院の敷から当該圏域の合計整備数を引いた数を上限とする。  

※ 第二次医療圏のうち「札幌」は、都道府県がん診療連携拠点病院を1カ所整備する予定であり、地域がん診療連携拠点病院  
の整備対象となる第二次医療圏数（A）及び第1段階の整備数（B）にはカウントしない。  
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参考資料4  

がん入院患者の圏域別受療動向  

第 三 次 

の恨   計  
第三次医療圏を  

患者数  当該第二次医療圏  越えた受療  
左記の受療状況  

医療圏  圏  
（人）  

における受療（A）  
（A）＋（日）  

人数（人）  割合（％）  人数（人）  割合（％）  人数（人）  割合（％）  人数（人）  割合（％）  人数（人）  流出している圏域ごとの内訳   

南渡島   841   800   95．1   2   0．2   802   95．3   39   4．7   56  

道  50   15   30．0   29   58．0   44   88．0   8   12．0  
66   

道 央  7  

南  110   49   44．5   40   36．4   89   80．9   21   19．1  後 志   

計   1．001   864   86．3   71   7．1   935   93．4   66   6．6  道北等  2   

札 幌   3．771   3，745   99．3   18   0．5   3，763   99．8   8   0．2   道 北  上川中部   70  

後 志   560   337   60．2   220   39．3   557   99．5   3   0．5  88  4  

南空知   409   236   57．7   172   42．1   408   99．8   0．2  南渡島  4  

中空知   305   224   73．4   54   17．7   278   91．1   27   8．9  十 勝   7  

道 央  75   34   45．3   3   4．0   37   49．3   38   50．7  釧路1根室  3  

酉胆振   474   438   92．4   32   6．8   470   99．2   4   0．8  札 幌   109  

東胆振   400   319   79，8   81   20．2   400  100．0   0   0．0  4  

日 高   169   53   31．4   109   64．5   162   95．9   7   4．1  道 央  2  

計 6，163   5，386   87．4   689   11．2   6，075   98．6   88   1．4  2   

上J】仲部   808   792   98，0   0   0，0   792   98．0   2．0  121  西胆振   

上川北部   127   66   52．0   51   40，2   117   92．2   10   7．8  道南等  3  

道  82   45   54，9   36   43．9   81   98．8   1．2  65  札 幌  
北  138   73   52．9   28   20．3   101   73．2   37   26．8  東胆振等   3  

宗 谷   167   74   44．3   36   21．6   110   65．9   57   34．1  38  上Jl伸部  

計   1，322   1，050   79．4   151   11．4   1．201   90．8   121   9．2  上川北部   

オ   
ホ  

415   354   85．3   3   0．7   357   86．0   58   14．0  108  十勝等  

遠 紋   
ツ  

191   118   61．8   23   12．0   141   73．8   50   26．2  32  道 央  札 幌  
ク   計   606   472   77．9   26   4．3   498   82．2   108   17．8  中空知   

十 勝  563   525   93   0   0   525   93   38   7  38  上川中部等  5   

別   
路  

494   470   95．1   0   0．0   470   95．1   24   4．9   札 幌   32  

根 室   129   50   38．8   61   47．3   111   86．1   18   13．9  42   道 央                               後 志   
根  
重   計   623   520   83．5   61   9．8   581   93．3   42   6．7  十勝等  9   

合 計  
10，278   8．817   85．8   998   9．7   9．815   95．5   463   4，5   463  463   

※ 平成18年5月の国民健康保険レセプトにデータによる。   



健康第2 8 2 6号  
平成20年12月26日  

厚生労働省健康局   

総務課がん対策推進室長 枝  

∴
 
 北海道保健福祉部保健医療局巨  

健康推進課長  

都道府県がん診療連携拠点病院の指定に関する曜約吾   

平成20年10月末に本道から都道府県がん診療連携拠点病院の指定候補として推薦  

した病院において、一部充足していない指定要件については、次のとおり対応すること  

を確約します。  

記  

1 推薦病院  

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター  

2 充足していない指定要件   

都道府県がん診漂連携協議芸の設置  

3 上記指定要件への対応   

都道府県がん診療連携拠点病院として厚生労働大臣の指定を受けた後、1ケ月以内   

に設置させる。  

連絡先 歯科栄養グループ  

担 当 田中  

丁 巨 L Oll－204－5258  

F A X Oll－232－8216  
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1北海道  
鱒0万人   

二次圏数  

（参考 既指定病院 地域拠点：10）  
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恵佑会札幌病院  
地域がん診療連携拠点病院  

272床  

3，686人（60％）／年  

65，256人／年  
225件／2か月  
609人／年  

1，949回／2か月  

183人／2か月  

1，069件／2か月  

407人／2か月  

9，949件／2か月  

23件／2か月  

1，372（40件／2か月）  

120件／2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  

申請区分  

病床数  

新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  
外来がん患者延数  
悪性腫痛手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依植件数  

病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  

札幌医科大学附属病院  
地域がん診療連携拠点病院  

938床  

4，237人（31％）／年  

104，880人／年  
142件／2か月  
830人／年  

3，370回／2か月  
237人／2か月  
841件／2か月  
415人／2か月  

データなし件／2か月  
14件／2か月  

1242件／2か月（74件／2か月）  
301件／2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている  

申請区分  
病床数  

新入院がん患者数   
（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  
悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  
化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  
化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  
緩和ケアチーム新規依糎件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  

JA北海道厚生連札幌厚生病院  
地域がん診療連携拠点病院  

494床   

2，801人（30％）／年  

54，616人／年   

189件／2か月  
344人／年  

申請区分  

病床数  
新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  
悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  
化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  
化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依植件数  

病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  

2
 
2
 
0
2
 
 

7
4
 
2
4
 
 

9
 
1
 
6
1
 
 

力
 
 

2
 
 

／
 
 

回
 
 

ヽ  

人／2か月  

／
 
 

件
 
 
人／2か月  

537件／2か月  
6件／2か月  

1了30件／2か月（37件／2か月）  

51件／2か月  
指針に定める必須要件の整備が行われている  
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手稲渓仁会病院  
がん診療連携拠点病院  
547床  

地域  申請区分  

病床数  
新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  
悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  
〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  
〔のづ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規啄頼件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

2，842人（19％）／年  

2，589人／年  
308件／2か月  

260人／年  

902回／2か月  

200人／2か月  

1，225件／2か月  
364人／2か月  

7，576件／2か月  
7件／2か月  

1362件／2か月（27件／2か月）  
35件／2か月  
の 整備が行われている  指針に定める必須要件   指定要件の充足度  

北海道大学病院  
地域がん診療連携拠点病院  

936床  

4，170人（32％）／年  

306，137｛／年  
248件／2か月  
946人／年  

3，022回／2か月  
268人／2か月  

1，573件／2か月  
326人／2か月  

1，296件／2か月  
29件／2か月  

1703件／2か月（95件／2か月）  
41件／2か月  

申請区分  
病床数  

新入院がん患者数  
（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  
術 総数  性腫瘍手   

放射線治療（体外照射）〔  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  
〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  
〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依頼件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  

援 センター相談件数  相談支   

の 整備が行われている。  指針に定める必須要件   指定要件の充足度  

旭川医科大学  
地域が～診療連携拠点病院  

602床   

2，511人（24％）／年  

申請区分  

病床数  
新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  

悪性腫痛手術総数  
放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のぺ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依捜件数  

病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  
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170人／2か月  

570件／2か月  

82人／2か月  
387件／2か月  

7件／2か月  
1314件／2か月（80件／2か月）  

7件／2か月  
垂 備が行われている。  指針に定める必須要件の   指定要件の充足度  
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市立旭川病院  
地域がん診療連携拠点病院  

588床  

1，824人（22％）／年  

43，711人／年   

117件／2か月  

256人／年  
654回／2か月  

申請区分  

病床数  
新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  

悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依桓件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  

242人／2か月  

269件／2か月  

237人／2か月  

237件／2か月  

13件／2か月  
2   

なし件／2か月  

671件／   

データ  相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  指針に定める必須要件の整備が行われている  

（独）労働者健康福祉機構 釧路労災病院  
地域がん診療連携拠点病院  

500床  

1，7了6人（24％）／年  

55，946人／年  
122件／2か月  
327人／年  
730回／2か月  

了3人／2か月  

307件／2か月  

103人／2か月  

315件／2か月  
4件／2か月  

707件／2か月（15件／2か月）  

46件／2か月  
指針に定める必須要件の整備が行われている  

申請区分  
病床数  

新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  
悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  
〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  
緩和ケアチーム新規依頼件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  

【指定更新病院】  

市立札幌病院  
地域がん診療連携拠点病院  

818床  

2，807人（19％）／年  

69，024人／年  
78件／2か月  

534人／年  
2，204回／2か月  

226人／2か月  

5，324件／2か月  

100人／2か月  

263件／2か月  

25件／2か月  
1093件／2か月（70件／2か月）  

60件／2か月  
指針に定める必須要件の整備が行われている  

申請区分  
病床数  

新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  
悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依掛牛数  
病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  
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砂一一価立病院  

521床  

1．37了人（18％）／年  

16，302人／年  
72件／2か月  

190人／年  
498回／2か月  

137人／2か月  
211件／2か月  
236人／2か月  

236件／2か月  
11件／2か月  

554件／2か月（21件／2か月）  
107件／2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  

病床数  
新入院がん患者数   

（新入時患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  
悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  
〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依頼件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  

相談支援センター相談件数  
指定要件の充足度  

王子総合病院  
地域がん診療連携拠点病院  

440床  

1，445人（柑％）／年  

申請区分  

病床数  

新入院がん患者数  
に占める割合）  

26，215人／年  
202件／2か月  
445人／年  

1，212回／2か月  

119人／2か月  

351件／2か月  

104人／2か月  

361件／2か月  
8件／2か月  

607件／2か月（14件／乏か月）  

15件／●2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  

外来がん患者延数  
悪性陣痛手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

程和ケアチーム新規依掛牛数  
病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数   

総元要件の充足度  

JA北海道厚生連 旭川厚生病院  
地域がん診療連携拠点病院  

539床  

2，205人（22％）／年  

38，123 
118件／2か月  
515人／年  

1，525回／2か月  

152人／2か月  

423件／2か月  

292人／2か月  

856件／2か月  

10件／2か月  

1462件／2か月（30件／2か月）  

70件／2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている  

申請区分  
病床数  

新入院がん患者数  

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  

悪性腫痛手術総数  
放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数】  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新現依頼件数  

病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足  
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北見赤十字病院  

地域がん診療連携拠点病院  

680床  

2，071人（19％）／年  

19，331人／年  
10了件／2か月  

700人／年  
960回／2か月  

81人／2か月  

182件／2か月  

124人／2か月  

380件／2か月  

2件／2か月  
806件／2か月（8件／2か月）  

34件／2か月  
指針に定める必須要件の整備が行われている  

申請区分  

病床数  

新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者廷数  
悪性腫癌手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依頬件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充豆度  

JA北海道厚生連 帯広厚生病院  
地域がん診療連携拠点病院  

748床  

1，588人（13％）／年  

16，了28人／年  

156件／2か月  

386人／年  
1，018回／2か月  

161人／2か月  

542件／2か月  

156人／2か月  

530件／2か月  

8件／2か月  

1184件／2か月（41件／2か月）  

50件／2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている  

申請区分  

病床数  

新入院がん患者数   
（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  

悪性腫瘍手術紆数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム軍規依頼件翠  

病理診断件数（迅速検査件数）  

相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  

市立釧路総合病院  

地域がん診療連携拠点病院  

647床  

1．382人（19％）／年  

12，349人／年  

80件／皇か月  

224人／年  

654回／2か月  

135人／2か月  

427件／2か月  

74人／2か月  

252件／2か月  

11件／2か月  

682件／2か月（14件／2か月）  

143件／2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている  

申請区分  

病床数  

新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延数  

悪性腫瘍手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回教〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチーム新規依頼件数  

病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  
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市立函館病院  
地域がん診療連携拠点病院  

734床  

1，617人（19％）／年  

27，858人／年  
91件／2か月  

349人／年  
1，381回／2か月  

476人／2か月  

828件／2か月  

234人／2か月  

619件／2か月  

24件／2か月  

867件／2か月（38件／2か月）  

59件／2か月  

指針に定める必須要件の整備が行われている。  

申請区分  

病床数  

新入院がん患者数   

（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者廷弊  

悪性腫痛手術総数  

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日数〕  

緩和ケアチ「一新規依埠件数  

病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数 

指定要件の充足度  

日鋼記念病院  

地域がん診療連携拠点病院  
479床  

1．675人（26％）／年   

18，802人／年  
46件／2か月  

210人／年  

714回／2か月  

75人／2か月  

224件／2か月  

50人／2か月  

216件／2か月  
1件／Zか月  

4如件／2か月（8件／2か月）  
210件／2か月  

申請匡分  

病床数  

新入院がん患者数   
（新入院患者数に占める割合）  

外来がん患者延黎  
悪性腫瘍手術総数   

放射線治療（体外照射）〔患者実数〕  

〔照射回数〕  

化学療法総数（入院）〔のべ患者数〕  

〔のべ処方日翠〕  

化学療法総数（外来）〔のべ患者数〕  

〔申づ処方日数〕  
緩和ケアチーム新規依頼件数  
病理診断件数（迅速検査件数）  
相談支援センター相談件数  

指定要件の充足度  指針に定める必須要件の整備が行われている  
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